
小樽商科大学国際交流会館使用細則

（平成１１年７月２８日制定）

（趣旨）

第１条 この細則は，小樽商科大学国際交流会館規程（以下「規程」という。）第１６条

の規定に基づき，国際交流会館（以下「会館」という。）使用に関して必要な事項を定

める。

（入居申請）

第２条 規程第６条第１項の規定により入居を願い出る者は，入居許可申請書（別紙様式

１）を提出するものとする。

（入居許可）

第３条 規程第７条第２項の規定により入居を許可したときは，入居許可書（別紙様式２)

を交付する。

（入居届）

第４条 入居者は，入居後速かに入居届（別紙様式３）及び誓約書（別紙様式４）を提出

するものとする。

（入居期間の延長）

第５条 規程第７条第２項により，入居期間の延長を希望する者は，入居許可期間満了日

の原則として２か月前までに，入居期間延長申請書（別紙様式５）を提出するものとす

る。

２ 前項による入居期間の延長は，原則として１年以内とする。

３ 入居期間の延長を許可したときは，入居期間延長許可書（別紙様式６）を交付する。

（寄宿料）

第６条 規程第８条に定める寄宿料は，国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程によ

るものとする。

２ 前項の寄宿料は，毎月１５日までにその月の分を納付しなければならない。

３ 入居・退去の日が月の中途である場合においても，１か月分の寄宿料を納付するもの

とし，１５日以降に入居するときはその月の末日までに，１５日以前に退去するときは,

退去の前日までにその月の分を納付しなければならない。

４ 前３項の規定にかかわらず，入居者の申出があったときは，当該年度内に徴収する寄

宿料の額の総額の範囲内で一括して徴収するものとする。

５ 休業期間における寄宿料は，当該期間の月数に応じた額を休業開始の月の分と併せて

納付するものとし，休業開始日が１５日以前の場合は，その前日までに納付しなければ

ならない。

６ 前５項において，寄宿料の納付を指定した日が休業日の場合は，当日又は当日まで引

き続く休業日の前日までに納付しなければならない。

（使用料）

第７条 規程第８条に定める使用料は，国立大学法人小樽商科大学宿舎管理規程によるも

のとする。ただし，月の中途において入居又は退去する場合のその月の使用料は，使用



料日割額にその居住日数（入居日及び退去日を含む。）を乗じて得た額とする。

２ 前項の使用料は，毎月１５日までにその月分を納付しなければならない。ただし，月

の中途で入居するとき は入居の日から起算して１０日以内（月の２０日以降に入居す

るときは，その月の末日まで）に，月の１５日以前に退去するときは，退去の前日まで

に納付するものとする。

（光熱水料等）

第８条 規程第８条第３項に定める光熱水料等は，次の各号に定めるとおりとする。

(1) 居室の専用メ－タ－によるその使用量に応じた経費

(2) 保証積立金（入居時一括納入）

(3) その他使用上の必要経費

２ 前項第２号に定める経費は，入居時に徴収するものとする。

（入居許可の取消し）

第９条 規程第１３条により入居の許可を取消したときは，入居許可取消通知書（別紙様

式７）を交付するものとする。

（退去手続）

第１０条 入居者が，規程第１４条第１号により退去するときにあっては１か月前までに,

同条第２号，第３号により退去するときにあっては，７日前までに退去届（別紙様式８)

を提出しなければならない。

（退去猶予）

第１１条 入居者は，帰国又は転居の手続等の理由により，退去の猶予を希望するときは,

退去猶予申請書（別紙様式９）を入居許可期間終了日の１０日前までに，提出しなけれ

ばならない。

２ 前項の退去の猶予期間は，１４日を限度とする。

３ 退去の猶予を許可したときは，退去猶予許可書（別紙様式１０）を本人に交付するも

のとする。

（施設等の確認・点検）

第１２条 入居者は，居室及び居室に属する設備，備品等について，入居に際しては職員

の立会いの下に確認を行い，退去に際しては職員による点検を受け，その指示に従わな

ければならない。

（掲示物）

第１３条 入居者が，会館内において掲示物を掲示するときは，あらかじめ館長に届け出

て，所定の場所に掲示するものとする。

（公示等）

第１４条 入居者に対する公示等は，所定の場所において掲示により行う。

２ 公示等は，これを行った日から７日を経過した日をもって，入居者に周知したものと

みなす。

（雑則）

第１５条 この細則に定めるもののほか，会館の使用に関し必要な事項は，館長が別に定

める。

附 則



この細則は，平成１１年７月２８日から施行する。

附 則

この細則は，平成１６年５月２０日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。

別紙様式 略


